
 

第 1 章 総則 

第 2 章 貸渡契約 

 

 

レンタカー貸渡約款 
 
 

（約款の適用） 

第 1 条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車（以下「レンタカー」という。）

を借受人（運転者を含む。以下同じ。）に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるもの

とします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとし

ます。 

2. 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあり  ます。

特約した場合には、その特約が優先するものとします。 

 
 

 
 

（予約） 

第 2 条 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場

所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるもの

とし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。             2.前項の

予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。 

3. 前項により予約した借受開始時間を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約（以下「貸

渡契約」という。）の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。   4.第 1 

項の予約を取消し、または借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けな

ければならないものとします。 

 

（貸渡契約の締結） 

第 3 条 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第 9 条各号に該当する

場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。 

なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し、運転免許証及び運転免許証以外

の身元を証明する書類の提出並びに借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の

告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。2.貸

渡契約の申し込みは、前条第 1 項に定める借受条件を明示して行うものとします。 

3.当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。 


